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(2) 事業専従者等に関する調

ア　事業専従者及び事業専従者給与（控除額）（青・白別）

白色申告 青色申告 白色申告

人 人 人 人 人 千円 千円 千円

2 047

1 626

-           

 421

あ ん 摩 業 等 以外  416

あ ん 摩 業 等  5

（備考）第三種事業のうち､あん摩業等以外に適用される税率は５/１００、あん摩業等に適用される税率は３/１００である。

イ　所得階層別専従者控除の人員

専　従　者　控　除　人　員　別　課　税　人　員　数

３  人 ４  人 ５人以上

人 千円 人 人 人 人 人 人

 9

-           

 1

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。　

　　　　２　「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３　旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

500 万 円 を 超 え
1,000 万円以下のもの

1,000万円を超えるも

 1

 2

 2

 4

 2

320 万 円 以 下 の も の

320 万 円 を 超 え

 347 742

 3 862

121 557 071

 118

1 708 269

1 356 665

-            

 351 604

 11

事業専従者給与（控除額）

 3

-           

 32

123 265 340

総　   計

 800 391 5

47 873 256

47 076 727

73 542 113

 141 702

 796 529

-             

48 224 860

 141 702

1 698

-         

 435

 430

-             

 216 381 249 39 066 13 130  258  42

 38

9 870  19626 407

44 445 16 408

 5

 329

 24

事 業 専 従 者 を 有 す る
課    税    人    員    数

事　業　専　従　者　数

2 133

総   計 青色申告 総 　 計 青色申告

46 423

白色申告

36 500

 16 604 439

 881 050 565

11 260

61 227  419 479 428

5 776

 34 657 089

 50 458 95615 157

15 790

52 503

15 420 15 917

350 万 円 以 下 の も の

350 万 円 を 超 え
500 万 円 以 下 の も の

区         分

総 計

第 一 種 事 業

第 二 種 事 業

第 三 種 事 業

人
48 470

32 671

 9  9

15 369

15 004

０  人

 9

16 300

31 045

総 計

300 万 円 以 下 の も の

 365

区            分

１  人

1 618 631 726 47 423

課税人員数 所 得 金 額

33 483

49 792

74 898 778

47 659

31 785

4 311

 378

２  人

 971

1 433

15 865

15 487 47 424 469

 9

300 万 円 を 超 え
8 433

133 891182 423

 383 370

-           11 229

2 760  57

3 822  99

 9

 5


